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要
の
位
置
を
占
む
o

此
書
は
も
芭
「
大
事
」
E
共
に
各
身
「
摘
記
」
の
一
篇
を
成
し
、

鄭
玄

ω古
註
ゐ
・
9
0

宋
に
至

京豆

3存

言合F

叢
第
二
十
三
容

第
四
日
肌

(
埴
輔
自
商
事
措
六
抽
)

大
正
十
五
年
十
月
後
行

論

議

「
中
庸
」
ド
見
は
れ
わ
ト
る
級
憐
思
惣

田

島

重自

治

緒

論

「
中
庸
」
Z
い
よ
書
は
孔
子
の
孫
子
思

ω
作
れ
る
も
の
な
る
は
「
史
記
」
孔
子
世
家
に
見
ゆ
。

董

L
子
思
は
孔
子
の

高
弟
曾
チ
の
殺
を
受
け
、

此
叶
百
を
著
は

Lτ
其
刺
市
買
を
刷
時
三

孟
子
夏
に
之
を
受
け

τ「
孟
子
」
七
篇
を
著
は

L
た

b
o
「
中
山
浦
」
は
止
晶
子
が
共
著
は
せ
る
「
中
山
崩
章
句
」
の
序
に
詳
論
せ
る
如
〈
道
統
の
侍
ご

L
て
支
那
諸
経
籍
の
中
重

h
、
「
大
事
」
「
論
語
」
「
孟
子
」
ご
共
に
四
番
古
和
せ
ら
れ
、

品
晶
子
之
が
章
句
を
作
h
Q
同
時
に
「
中
廊
崎
略
」
及
び

白骨

議

「
巾
山
川
」
に
見
は
れ
た
る
組
済
思
想

第
二
十
三
巷

定
期
凹
税

) 

車

= 



五訂

議

五

回

「
中
山
相
」
に
且
は
れ
た
る
経
済
思
想

第
二
十
三
容

(
第
四
就

「
中
庸
或
問
」
の
二
者
七
官
公
に
せ
り
o

余
は
裳
に
(
本
誌
第
一
一
十
二
容
第
三
鋭
)
「
大
印
字
」
に
見
は
れ
に
る
終
憐
思
想
ご
題
す
る
小
論
文
を
革
し
て
大
方
の

殺
を
乞
ひ
た
る
が
、
今
又
稿
を
つ
一
言
一

τ荻
に
「
中
庸
」
に
見
は
れ
た
る
経
済
思
想
に
就
き
部
見
を
越
ぺ
ん
正
一
欲
す
o

題
[
て
艇
掛
思
想
ご
い
ふ
ピ
雛
も
、
必
十
し
も

E
確
に
今
の
県
者
の
識
は
ゆ
る
エ
コ
ノ
ミ
F
A
に
常
ら
ざ
る
節
色

多
々
有
る
べ
く
、
叉
「
中
山
川
」
に
包
合
せ
ら
る
、
軍
要
な
る
章
節
及
び
其
趣
旨
じ
し
て
、
此
小
論
文
の
論
及
せ

F
る

慮
も
亦
砂
な
か
ら
eZ
る
ぺ
し
o
然
れ
ど
も
余
が
抜
に
論
ゃ
ん
正
欲
す
る
は
、
「
中
山
朋
」
が
帆
近
欧
洲
の
向
学
者
特
l
粧

済
同
学
者
が
久
し
〈
論
守
L
、
今
術
ほ
論
守
し
っ
、
ゐ
る
或
重
要
な
る
原
理
原
則
に
就
て
夙
に
確
乎
た
る
断
定
を
下

し
、
正
嘗
た
る
方
針
を
示
し
た
る
の
貼
に
在
る
な
h
o

自
然
法
則
及
び
相
封
原
理

前
述
欧
洲
山
学
者
の
論
領
す
る
重
要
な
る
原
湿
原
則
ど
は
、
他
な
し
、
共
一
は
自
然
法
則

(
B
E
E
-
Z
)
に
し
て
、

此
(
二
は
相
劃
原
理

(12丘
町
目
。
。
同
円
。
一
色
丘
守
)
な
h
o
自
然
法
則
を
説
〈
人
々
の
中
に
も
、
其
所
見
を
一
に
せ
や
。

法
律
事
者
Z
経
済
卒
者
ご
の
間
に
多
少
其
越
を
異
に
仁
、
経
済
学
者
に
就
て
見
る
も
、

ケ
ヰ

l
氏
等
自
然
法
則
事

波
の
調
ゆ
る
自
然
り
秩
序
(
可
号
、
、
苦
言
ぺ
同
)
は
ア
ダ
ム
・
1

ミ
λ

氏
の
，
ぞ
れ
正
岡
じ
か
ら
十
。
前
者
は
向
然
り
秩

序
を
以
て
吾
人
の
履
行
す
べ
き
道
な
b
z
思
考
す
(
へ

a
t
5
0円
品
目
品
、
九
怠
民
、
)
。
而
L
て
後
者
は
自
然
秩
序
は

i
1
F
 



前

叢

「
中
山
川
」

μ
且
は
れ
た
る
粧
神
間
凪
想

第
二
十
三
告

(
第
四
銑

豆正

E 

之
を
自
由
に
放
任
す
れ
ば
・

そ
れ
自
身
に
行
は
る
、
も
の
な
り
芭
思
考
す

(
E
C三
月
』
E
旬
、
え
ぬ
と
e

)

O

R

シ
ャ
ン
・

バ
プ
チ
ス
ト
・
セ

l
氏
は
一
見
に
旦
ミ
ス
氏
の
読
を
要
約
し
て
旦
ミ
ス
氏
の
未
に
用
ひ

F
b
し
官
を
支
配
す
る
法
則

な
る
語
を
用
ふ
る
に
至
れ
h

2
2
ト

ミ

』

E
E
m
H
E
B円

Z
M
E
M
E
ω
2
)
0
リ
ノ
カ

1
ド
1
氏
の
抽
象
的
説
明
及
び
之

に
継
ぎ
て
越
れ
る
マ
Y

チ
ェ
ス
タ

1
問
中
派

ω自
由
貿
易
論
は
一
岡
一
時
代
に
遁
常
な
る
べ
〈
訟
は
る
、
理
論
又
は

政
策
を
以

τ、
何
れ
の
時
何
れ
の
図
に
も
油
用
せ
ら
る
べ
き
も
の
、
如
ぐ
高
調

L
た
り
o
新
的
如
き
は
経
務
上
の

自
然
訟
則
一
父
は
一
般
原
却
を
柘
端
じ
燐
充

L
、
又
は
之
を
税
制
肝

L
た
る
も
の
に

L
て
、
果
L
て
此
説
的
反
動
は
起

り
た
ち
o

畑
綱
逸
の
剛
一
-
者

7
9
1
・r
p
ッ
ヒ
・
ソ
ス
ト
(
間
口
広
E
F
H
h
E
H
)

が
千
八
百
四
十
一
年
に
著
は
し
た
る
り
E

B
E
E
-
m
印
可

ω
Z
B
庁
内
勺
。
-
E
H
R
-
E
M
C
m
r。
ロ
。
日
百
は
、
前
記
白
山
貿
易
論
者
の
世
界
共
泌
栴
理

(
2
5
8。
-
E
P

ゴ
目
。
E
E
)
に
反
針

L
て
.
各
凶
各
附
代
に
執
る
べ
き
特
別
の
経
憐
政
策
め
る
こ
と
を
論
じ
て
、
常
時
の
倒
逸
に
向

τ幼
稚
な
る
工
業
保
訟
の
緊
要
を
絶
叫
し
た
る
も
の
な
り
。
之
に
き
』

τ獅
逸
に
興

b
h
Z眠
症
仮
経
済
皐
者
郎

も
ず
戸
ノ
・
ヒ
戸
、
一
プ
プ
ラ
ン
ド
、

内
ノ
ィ
片
へ

U
F

ム
・
ロ
ヴ
ジ

ι
y
、
カ

1
片
・
ク
-
一
1
l
z

三
氏
の
如
き
は
、
共
に
級
協
加

上
り
自
然
法
則
者
〈
は
一
般
原
理
を
主
張
す
る
従
来
的
事
説
さ
反
劃
の
研
宏
一
方
訟
を
執
り
.
統
計
百
川
ぴ
限
史
仁
依

h
J
γ
1
各
国
各
時
代
に
品
目
透
せ
る
経
済
的
諸
背
中
質
を
蒐
集
制
査
し
、
而
る
後
之
を
蹄
納
L
て
、
各
閥
各
附
代
に
於

り

ι特
殊
の
経
済
の
性
質
を
一
々
附
明
せ
ん
ご
努
力
し
た
り
。

ロ
ッ
ジ
ェ

ル
氏
が
千
人
百
五
十
四
年
仁
第
一
版
を

会
に
し
た
る
の
E
E
E
N
E
己

2
Z
E
E
E
u
r
o
E
E
E
は
肢
も
善
〈
氏
の
研
究
方
法
を
示
す
所
の
書
な
れ
ど
も
、



論

議

「
中
尉
」
に
見
ほ
れ
た
る
組
済
思
想

第
二
十
ユ
寄

(
第
四
雄

四

五
二
六

之
よ
り
先
千
人
百
四
十
三
年
に
氏
の
著
は

L
た
る
小
冊
子
の
E
M
L
コZ
N
E
J
1
2
]
2
5
m
3
5
2
a
o
叩
E
U
4
2
3
a

2
E沖

E
O
F
間目。
z
n
F己目
n
E
2
Z
E
r
o
去
の
序
文
は
阪
に
此
意
見
を
明
示
せ
り
。
民
は
日
〈
『
吾
人
の
目
的
は
諸
岡

民
が
経
憐
上
の
事
柄
に
就
L
希
望
[
又
は
戚
じ
た
る
所
の
も
の
、
彼
等
が
行
な
ひ
及
び
匁
[
逐
げ
た
る
諸
件
、
彼

等
が
そ
れ
等
の
諸
件
を
行
な
ひ
及
び
活
し
遂
げ
た
る
諸
理
由
を
記
述
す
る
に
在
り
」
ピ
。

之
を
要
す
る
に
歴
史
ほ
級
協
相
卒
者
は
、
似

L
τ
白
然
法
則
又
は
一
般
法
則
を
済
認
し
、
各
閥
各
時
代
に
特
殊
の

経
済
あ
る
こ
正
、
印
ち
相
掛
理
論
を
主
張
す
る
が
如
し
。

然
れ
ぞ
も
、
此
考
は
亦
末
に
疋
鵠
を
得
5
る
に
似
た
り
。
伊
太
利

ω
経
済
問
中
者
コ
ッ
サ
氏
は
日
〈
「
ロ
ッ

V
Z
F

氏
は
小
児
に
向
て
の
食
物
は
大
人
に
向
て
の
食
物
に
非
宇
古
言
ひ
た
れ

E
も、

ー
ッ
セ
ダ
グ
ヲ
ヤ
{
冨
E
百
ι釦
注
目
釦

伊
太
利
山
経
掛
卒
者
)
は
之
に
答
へ
て
小
児
も
大
人
'
h

共
に
或
同
類
の
食
物
を
要
求
[
、
食
物
の
笹
養
機
能
の
法

則
は
生
理
山
中

ω数
ふ
る
所
な

o
t言
ひ
た
ふ
り
」
ご

(
H
b目
的
町
内
自
由
、
〉
ロ
円
ロ
昨
日
【
凶

znECロ
H
C
H
F
n
a
E山
、
。
同
吉
田
E
E
-

2
8
0自
山
、
・
英
評

H
b
E
。P
日∞
uu-
ヲ
∞
凶

メ
ッ
セ
ダ
グ
リ
ャ
氏
の
此
批
昨
は
先
づ
余
の
意
金
獲
・
蓋
し
自
然
法
則
的
も
一
般
原
理
吉
相
野
理
論
己
は
二
者

相
一
中
行

ι得
る
も
の
に
し
て
、
必
宇
し
も
瓦
に
矛
盾
衝
突
す
る
も
の
に
非
F
o
例
九
ば
、
衣
食
住
は
人
生
に
必
要

な
り
ピ
い
ふ
こ
ど
は
、
自
然
法
則
な
る
べ

L
。
而
し
て
友
は
裕
、
多
は
袋
、
或
人
民
は
穴
居
し
、
他
は
宮
居
し
.

或
民
族
は
重
に
肉
食
し
、
他
は
重
に
穀
食
す
正
V
ょ
が
如
寺
市
サ
じ
就
て
の
説
明
は
相
調
理
論
に
麗
す
ぺ
き
な
り
。



前

犠

「
中
時
L
に
且
は
れ
た
る
紅
掛
思
想

第
二
十
三
巷

(
第
四
腕

E 
) 

宜

七

叉
例
へ
ば
人
倫
五
常
の
道
は
古
今
に
過
す
る
向
然
法
則
な
る
べ
し
。
然
れ
ど
も
雄
儀
法
令
は
岡
よ
り
時
世
の
師
団

避
に
件
な
ひ
視
盆
改
革
す
る
の
要
ゐ

b
o
是
札
郎
ち
相
劉
均
論
な
り
o
長
〈
も

明
治
天
皇
の
下
L
賜
ひ
た
る

教
育
勅
語
は
最
も
崇
高
な
る
道
徳
上
の
自
然
法
則
卸
も
一
般
原
理
を
問
明
せ
ら
れ
た
る
も
山
り
に
し
て
、
「
此
道
は
質

に
我
が
皇
雌
皇
山
市
り
遺
訓
に
し
て
子
孫
凶
民
ψ
倶
に
遵
守

f
べ
き
所
之
を
古
今
に
通
じ
て
謬
ら
中
之
を
中
外
に
施

こ
し
て
惇
ら
宇
』
の
御
詞
を
拝
読
す
れ
ば
明
白
な
b
J
G
夫
れ
斯
の
如
〈
倫
理

X
は
数
育
に
は
自
然
法
則
的
す
り
一
般

原
理
ゐ
L

り
て
雛
げ
と
も
、
倫
理
に
閲
す
る
諸
械
式
叉
は
殺
育
じ
闘
す
る
諸
制
度
は
個
よ
b
時
腔
仁
作
な
ひ
後
草
す
る

所
な
か
る
べ
か
ら
A
V
o

き
れ
ば
冠
婚
葬
祭
の
概
備
は
古
今
仕
(
授
を
一
に
せ
す
。
大
小
の
向
学
校
各
柿
専
門
学
校
賞
業

教
育
岡
書
館
の
諸
制
度
議
設
備
に
し
て
、
古
に
純
一
〈
し
て
今
有
hJ
、
又
は
今
り
会
(
古
ご
異
な
る
者
多
々
有
h
o

是
れ
郎
も
相
樹
原
理
に
由
る
な
h
o
犬
札
期
的
如
〈
自
然
法
則
ピ
相
羽
原
理
ピ
は
相
卒
行
L
、
決
し
て
万
に
矛
盾

衝
突
す
る
も
り
に
非
宇
。
而

L
て
此
理
は
近
批
欧
洲
の
同
学
者

ω熟
知
せ

g
h
L所
叉
は
誤
解
せ
る
所
に
し
て
、
或

者
は
自
然
法
則
を
主
張

L
、
他

ω者
は
相
針
原
開
を
高
調

L
、
互
に
錯
雑
駁
撃
し
た
る
は
前
週
の
如

L
。
然
る
に

東
洋
の
卒
者

ω小
上
古
よ
り
斯
の
如
き
偏
見
に
陥
ゐ
ら
干
し
て
、
能
〈
中
正

ω設
を
持

L
た
る
者
砂
な
か
ら
す
。

而
L
τ
「
中
山
刷
」
の
書
は
其
最
も
顕
著
な
る
も
の
な
b
o
是
れ
余
が
本
論
を
草
し
た
る
所
以
な
り
。

「
中
庸
L

の
教
ふ
る
自
然
法
則



論

議

「
巾
楢
」
に
且
は
れ
た
る
溜
持
忠
偲

恭
二
十
三
番

合
L
V

凹
腕

一'、) 

ヨ王

" 

第

自
然
法
則
仁
閲
す
る
寸
巾
府
」
の
訟
は
如
何
に
ご
い
ふ
に
、

中
山
川
ご
い
ふ
こ
さ
が
郎
も
自
然
法
則
な
ら
。

程
子
日
〈
-

不
偏
h
f
h

中
ご
い
ひ
、

不
H
却
を
府
己
い
ふ
O

中
は
天
下
の
正
道
に
し
て
、

府
は
天
下
の
定
瑚
な
h
ご。

天
下

ω正
道
又
は
天
下

ω定
理
ョ
乙
い
ふ
語
ご
自
然
法
則
又
は
一
般
法
則
・
と
い
ふ
舗
は
、
請
は
異
な
れ
ど
h
意
は
一

な
h
o

謂
ゆ
る
之
官
古
今
に
通
じ
て
謬
ら
す
、
之
を
中
外
に
施
司
』

L
て
伴
ら
さ
る
も
の
な
b
o

「
・
印
刷
」
の
篇
首
に

『
ズ
の
命
を
性
正
調
ひ
、
性
に
市
中
ふ
を
道
正
絹
ひ
、
道
を
修
む
る
を
叡
ピ
制
ム
」
?
の
わ

O

此
性
選
品
棋
の
三
は
脅
共

本
を
天
に
畿
し

τ、
質
は
人
に
離
れ
必
も
の
な
り
。
放
に
次
に
「
遁
な
る
者
は
須
山
氏
b
縦
三
吋
hr
ら
T
o
雌
る
〈

き
ま
草
ご
昨
ず
o

t
i
l
i
-

是
故
に
君
子
は
其
附
F
る
所
に
戒
恨

L
、
北
(
聞
か

F
る
所
に
恐
懐
古
。

隠
れ
た
る
よ
b
見
は
る

、
は
英
〈
・
微
か
な
る
よ
ち
綴
れ
た
る
は
英
L
。
故
に
君
子
は
共
皿
仰
を
恨
む
」
の
文
ゐ
b
o
又
次
に
「
喜
怒
哀
楽
の

未
だ
畿
せ
，
Z
る
を
中
正
調
ひ
、
殺
し
て
皆
簡
に
中
る
を
和
吉
調
ふ
。
中
な
る
者
は
天
下
り
大
本
な
か
。
和
な
る
者

は
天
下
の
速
道
な
り
o
中
和
を
致
し
て
、
天
地
は
位
L
、
荷
物
は
育
す
」
の
文
ゐ
h
o

以
上
を
未
子
は
第
一
品
早
己
免
し
、

日
(
「
右
第
一
章
は
子
思
体
ふ
る
所
の
志
を
述
べ
て
言
を
立
て
b
o
首
め
に

は
道
の
本
原
天
に
出
で
、
易
ム
可
か
ら
争
、
共
賓
館
己
に
備
b
τ
雌
る
可
か
ら
5
る
そ
明
に

L
、
次
に
は
存
養
省

曲
闘
の
要
を
一
弓
一
言
。
、
絡
h
に
は
車
両
一
功
化
の
極
を
言
へ

h

山
畑
氏
の
調
ゆ
る
一
篇
の
韓
要
ご
は
是
な
b
o
主
(
下

十
点
早
は
蓋

L
子
忠
夫
子
の
言
を
引
き
工
此
章
の
義
を
終
へ
旧
制
』
ご
。

右
第
一
章
は
「
中
庸
」
が
自
然
法
則
を
数
ふ
る
も
の
な
る
は
明
白
な
b
o
天
下
の
大
本
ご
い
ひ
、
天
下

ω遠
道
ご



i諭

4耳

「
中
山
」
に
見
ほ
れ
た
る
紐
消
思
想

第
二
十
三
番

(
第
四
都

七
)

五

九

い
ふ
は
亦
共
明
設
な
'
o
o
今
少
し
〈
卑
鬼
e

ぜ
加
へ
て
上
掲
の
文
を
説
明
せ
ん
。

天

ω命
を
性
ご
い
ふ
は
、
例
へ
ば
水
の
潤
下
、
火
の
炎
上
、
土
地
の
草
木
を
生
じ
、
禽
獣
の
蕃
殖
す
る
は
、
物

の
性
に
し
て
天
よ
h
裏
付
た
る
も

ωな
b
o
仁
義
鵡
智
信
は
宮
内
物
の
震
た
る
人
の
性
に

L
て
、
同
じ
く
天
よ
り
渓

け
た
る
も
の
な
り
。
故
に
日
〈
天
の
命
を
性
ピ
い
ふ
己
。

性
に
率
ふ
を
道
己
い
ム
は
、
性
の
自
然
に
従
ひ
て
行
ム
ペ
主
方
向
あ
る
を
い
ふ
。
例
へ
ば
水
の
低
き
に
就
〈
性

に
従
ひ

τ舟
筏
を
行
h
、
岡
畝
に
潜
蹴

L
、
風
の
性
に
従
ひ
て
帆
を
張
・
9
、
風
車
を
動
か

L
、
火

ω炎
上
の
性
に

従

οτ
食
物
を
業
焼
し
、
鋼
織
を
鍛
錬
し
、
土
佐
に
従
ひ
て
菜
殺
を
積
え
、
又
は
牛
羊
を
牧
す
る
が
如
き
は
、
物

の
性
に
率
ム
の
道
な
b
o
而
し
て
君
仁
に
悶
忠
に
、
父
慈
に
子
孝
に
、
夫
婦
和
睦
し
、
兄
弟
親
愛
し
、
朋
友
信
頗

す
る
は
、
人
の
性
に
卒
ふ
の
道
な
り
。

道
を
修
む
る
を
数
ご
い
ふ
は
、
叉
物
の
性
に
卒
ふ
道
を
修
む
る
敬
正
、
人
の
性
に
卒
ム
道
を
修
む
る
殺
さ
の
一
一

つ
仁
分
り

τ見
る
を
便
正
す
。
例
へ
ば
採
鎖
冶
金
訓
話
牧
者
飲
食
の
調
理
舟
事

ω
利
用
等
を
数
ふ
る
は
前
者
に
嵐

し
、
倫
理
経
済
法
律
等
を
敬
ふ
る
は
級
者
に
属
す
。
而

L
て
「
中
庸
」
の
調
ゆ
る
道
を
修
む
る
の
数
は
主
正

L
て
後

者
に
就

τ
い
ふ
己
縦
も
、
前
者
も
亦
白
hr
ら
其
裡
に
合
蓄
せ
ら
る
、
な
り
。

さ
れ
ば
後
文
に
「
人
飲
食
せ

g
る
こ

ご
無
し
、
施
(
昧
を
知
る
鮮
し
」
ざ
い
ふ
は
飲
食
に
も
亦
共
滋

b
b芸
品
柄
ゐ
る
を
調
ム
な
る
ぺ

1
0
又
「
君
子
の
道

は
費
に
し
T
隠
な
り
』
の
文
ゐ
h
o
品
質
己
は
用
の
底
き
を
い

ο、
際
ご
は
鵡

ω微
な
る
を
い
ふ
o
共
用
や
康
L
、



諭

議

「
中
尉
」
に
且
は
れ
た
る
純
掛
忠
松

第
二
十
豆
を

(
第
四
腕

" ) 

宜
一
ニ

O

故
に
滋
夫
撤
回
肺
も
典
b
h川
る
を
得
。
業
健
や
微
な
h
、
故
に
部
人
正
雄
ど
h
亦
知
ら

F
る
所
、
行
ム
能
は
ざ
る
所

あ
る
な
ム
リ
(
中
山
川
章
句
第
十
二
章
)
G

孔
子
が
其
門
人
発
越
が
稼
を
皐
ば
ん
こ
ご
を
諦
へ
る
に
答
へ
て
、
吾
老
農
に

如
か
や
'
Z
日
へ
る
亦
以
て
見
る
ぺ
き
な

h
。

「
道
は
須
由
民
も
隣
る
可
か
ら
す
」
以
下
は
蓋
[
道
を
修
む
る
の
要
を
設
(
。
未
子
日
〈
ニ
浪
者
日
用
車
物
設
に
行

ふ
べ
き
の
浬
・
脅
性
山
り
徳
に
し
て
心
に
具
は

h
、
物
ご

L
て
有
ら
ぎ
る
な

f
、
時
ピ
[
て
然
ら

F
る
な

L
、
須
山
県

も
離
る
べ
か
ら

.2
る
所
以
な
h
。
若
L
其
れ
隣
る
可
(
は
則
も
最
性
仁
率
ふ
の
荷
な
ら
む
や
。
是
を
以

τ羽
子
の

心
常
仁
敬
畏
を
ト
仔

ιて
、
見
聞
せ
A
Y
ぜ
雌
も
亦
敢

τ忽
せ
に
せ
宇
。
天
理
の
本
然
を
存
し
て
須
央
の
配
げ
離
れ
し

め
F
Z
所
以
な
り
』
己
O

此
解
醐
枠
甚
に
宜

L
o
然
れ
ど
も
共
下
文
『
喜
怒
哀
楽
の
未
ピ
俊
せ
グ
る
を
中
正
謂
ム
」
を

解
稗
し
て
「
喜
怒
哀
制
捜
は
情
な

h
。
立
(
末
.k
後
せ
ぎ
る
は
則
+
h
，
性
な
b
。
偏
侍
す
る
所
な
し
、
放
に
之
を
中
正
調

ふ
』
ぜ
渇
せ
る
は
、
余
の
多
年
意
に
満
た

F
る
所
。
性
は
川
市
し
て
偏
比
四
可
る
な
き
を
得
る
や
。
孟
子
は
人
の
性
は

善
な

b
z
日
へ
る
は
蓋
し
大
般
に
就

τ昔
一
回
ふ
。
孔
子
は
性
相
返
し
ピ
い
ひ
、
叉
上
智
正
下
地
ご
は
移
ら
す
正
日
へ

h
o
故
に
余
忠
ふ
に
車
一
人
に
非
古
る
限
り
は
刊
一
闘
よ
h
偏
備
す
る
所
ゐ

b
、
故
に
臓
器

Lτ
情
ご
な
る
に
這
ぴ

τ盆

々
正
鵠
を
失
す
る
仁
至
る
な
h
，
。
朱
子
り
昔
日
り
如
く
ん
ば
、
愚
者
ご
離
も
、
北
(
喜
怒
哀
楽
り
情
の
未
だ
品
目
せ
v
d

る

時
、
創
立
円
性
な
る
者
は
偏
侍
す
る
所
な
(
.
而
し
て
之
を
中
正
調
ひ
、
此
中
を
天
下
の
大
本
正
請
ム
こ
吉
、
な

る
ω

忠
ふ
に
前
提
阪
に
目
安
鴬
な
ら

F
る
仁
似
た
b
¥

故
仁
結
論
亦
面
白
か
ら

g
る
も
の
ご
な
る
な
h
J
G

敢

τ郡
見



請

議

「
中
席
」
に
見
は
れ
た
る
粧
掛
且
想

第
二
十
三
巻

(
第
四
貌

九
) 

五

eT
逃
ぺ
て
大
方
の
裁
を
乞
今
』
ご
次
の
如
し
。

此
「
喜
怒
哀
楽
の
求
に
後
せ
，
さ
る
を
中
正
調
ム
」
内
文
は
前
文
「
君
子
は
北
(
時
F
る
所
に
戒
慌

L
」
云
々
よ
り
「
若

子
は
共
舗
を
慌
む
」
に
至
る
数
句
ご
合
せ
て
見
る
を
要
す
。
羽
子
は
共
陥

g
る
所
に
戒
恨

L
・
其
聞
か
yc
る
所
に

恐
慌
し
、
共
網
b
を
恨
む
に
於
て
、
拡
に
喜
怨
哀
幾
の
未
に
品
目
せ
古
る
の
中
を
得
る
な
h
o
他
人
又
は
外
物
古
銭

制
し
、
卸
も
陥
る
所
ゐ
ι
リ
、
又
聞
く
所
ゐ
ム
リ
て
、
車
問
h
A

ぺ
き
に
喜
び
怒
る
べ
き
に
怒
hJ
、
哀
し
む
べ
き
仁
哀
し

み
、
楽
し
む
ぺ
き
に
楽
し
み
、
耐
か
も
其
皮
に
泊
ひ
た
る
時
は
、
非
同
仁
後
し

τ皆
節
に
中
る
の
和
を
得
る
な
・
0
0

新
の
如
き
小
こ
そ
天
下
的
大
本
な
れ
、
叉
新
の
如
吉
和
ニ
そ
天
下
の
逮
遣
な
れ
。
新
の
如
き
中
和
の
拓
致
は
天
地

も
正
位
を
保
も

τ、
荷
物
は
化
育
す
。
葦
L
天
地
高
物
本
・
己
一
音
が
一
健
な
れ
ば
吾
に
し
て
中
和
の
進
に
合
す
れ

ナ

ば
、
之
ケ
天
地
町
品
物
に
傭
一
光
す
る
を
得
。
放
に
下
山
え
に
日
(
「
君
子
の
一
道
は
摘
を
夫
婦
に
遣
す
。
北
(
至
れ
る
に
及

ん
で
や
天
地
は
料
品
以
る
」
(
第
l
二
章
)
ご
。
又
日
〈
「
唯
天
下
の
至
誠
は
能
f
芸
性
を
税
す
ご
錯
す
。
能
〈
北
(
性
を

讃
せ
ば
則
ら
能
く
人
の
性
を
瑞
す
。
能
〈
人
の
牲
を
卦
せ
ば
則
ち
能
〈
物
の
牲
を
識
す
。
能
〈
物
的
性
を
嚇
せ
ば

則
ち
以
て
天
地
の
化
を
賛
〈
可

L
o
以
て
天
地
の
化
計
円
を
賛
〈
可
〈
ん
ば
則
も
以
て
天
地
ピ
占
益
百
る
べ

L
」
ご
(
第

タ
必

二
十
二
章
)
ω

叉
日
〈
『
大
な
る
か
な
隷
人
の
道
、
洋
々
乎
正
し
て
荷
物
を
後
育
L
、
峻
〈
天
に
極
ま
る
」
芭
(
第
二

十
七
章
)
。

。。

前
掲
第
一
章
仁
於
て
子
息
は
山
中
肝
笠
就
き
・
第
二
章
乃
主
婦
十
一
章
に
於
て
九
問
中
庸
の
苧
ぜ
反
援
す
。
而
し



議

「
巾
山
崎
」
に
見
は
れ
た
る
純
済
思
想

(
品
閥
抗

O 
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て
箪
に
中
の
字
を
用
ひ
た
る
例
は
、
第
二
章
に
「
有
子
に
し

t
時
に
中
す
」
の
文
、
第
六
章
に
孔
子
の
舜
を
-
備
す
る

。

の
語
「
舜
好
ん
で
問
び
、
遁
言
を
察
し
、
惑
を
隠
し
て
善
を
揚
げ
、
吐
(
耐
捕
を
執

-o
、
英
中
を
民
に
用
出
」

ω
文
ゐ

0

3

，

o

o

 

b
o
叉
中

ω字
を
別
に
し
て
躍
・
に
府

ω字
を
用
ひ
た
る
例
は
、
第
十
三
章
に
孔
子
の
討
議
「
山
川
似
を
行
ひ
、
府
言
を

議
み
、
足
ら
3
る
所
あ
ら
ば
敢
て
勉
め
宇
ん
ば
あ
ち
字
。
伶
り
あ
ら
ば
敢
て
議
事
宇
」
の
文
ゐ
b
o
此
的
如
〈
或

0

0

3

9

0

0

0

 

は
中
和
正
い
ひ
、
或
は
市
ご
い
ひ
、
又
は
府
徳
山
川
言
ご
い
ふ
も
、
皆
中
出
mJ」
同
意
義
な
る
は
前
後
の
文
に
照

L
て

明
白
な
り
。

第
二
章
に
日
〈
「
仲
厄
日
〈
、
君
子
は
中
山
加
す
・
小
人
は
中
市
川
に
反
す
。
君
子

ω中
山
川
す
る
や
、
君
子
に
し
て

時
に
中
す
。

小
人
の
中
山
刷
や
(
肌
崎
町
一
比
一
品
川
い
巾
)
小
人
に
し
て
忌
み
仰
る
所
な
l
」
第
一
二
常
に
日
〈
「
子
日
〈
、

中
腐
は
そ
れ
至
れ
る
か
な
o

民
飽
く
す
る
鮮
さ
一
、
戸
久

L
」
第
四
章
に
日
'
「
子
日
(
、
遊
山
行
は
れ
ゴ
る
こ
ご

ゃ
、
我
之
を
知
る
。
知
者
は
之
に
過
ぎ
、
愚
者
は
及
ば
ぎ
る
な
b
u
道
の
明
か
な
ら

rL
る
こ
ご
や
、
我
之
を
知

る
。
賞
者
は
之
に
渇
ぎ
‘
不
宵
者
は
及
ば

5
る
な
り
。
人
飲
食
せ

F
る
な
し
、
抱
〈
味
を
知
る
鮮
し
」
以
上
の
文

を
朝
議
玩
味
す
れ
ば
中
山
川
の
滋

ω何
物
た
る
は
之
を
推
知
し
得
べ
き
な
り
。
重
し
中
府

ω道
は
飲
貨
の
如
〈
、
吾

入
学
常
知
ち
且
行
ふ
所
に
し
て
過
え
は
不
及
な
き
こ
芭
を
調
ふ
O

利
子
に
し
て
情
に
存
養
省
察

ω功
夫
を
積
ま

ば
、
極
〈
時
に
随
て
中
に
蕗
旬
、
過
叉
は
不
及
作
会
き
を
得
れ
ど
も
、
小
人
は
欲
を
砕
ま
に
し
、
妄
り
に
行
ぴ
、
忌

み
仰
る
所
な
〈

L
τ
、
た
ご
へ
彼
は
白
か
ら
以
て
是
な
り
正
す
る
も
・
質
は
中
庸
に
反
す
。
此
第
二
章
の
君
子
小



人
の
匝
別
は
第
四
章
の
知
Mm
什
不
宵
の
区
別
ぜ
同

chrら
宇
。
前
者
は
存
養
省
察
の
功
交
を
積
む
者
正
之
ey蔑
如

ふ
可
か
ら
，
Z
る
此
の
如
き
か
」
而

L
て
第
二
十
章
に
於
て
「
誠
者
天
の
道
な
b
o
之
を
誠
に
す
る
者
人
ぬ
遊
な
b
o

す
る
者
正
に
よ
h
て
の
匝
別
に

L
て
、
後
者
は
生
れ
つ
き
の
差
別
な
り
。
蓋
し
人
は
生
れ
乍
ら
に
し
て
知
mm賢
不

宵
の
44E
ゐ
h
、
知
者
賢
者
は
過
ぎ
、
思
者
不
咋
円
者
は
及
ば
十
、
是
的
竹
中
山
川
の
道
の
明
か
な
ら
+
、
叉
行
は
れ

F
る

所
以
な

h
。

以
上
細
説
し
た
る
印
刷
に
向
b
「
中
山
」
の
北
町
の
数
ム
所
は
、
自
然
法
則
却
も
苦
人
の
知
h
且
行
ふ
〈
き
一
般
原
理

O

Y

れ

な
る
こ
と
は
明
か
な
り
。
而
し
て
子
川
品
は
第
十
六
章
に
於
て
始
め
て
一
見
に
誠
の
字
を
出

L
来
る
。
日
〈
、
「
誠
の
倹

誠
者
勉
め
す
し
て
中
り
、
思
は
す
し
て
得
、
従
容
ピ

L
て
道
に
中
る
、
聖
人
な
b
o
之
を
誠
に
す
る
者
辛
口
を
律
ん

で
閥
〈
之
を
執
る
者
な
h
二
一
五
々
」
第
二
十
二
日
平
に
可
誠
な
る
に
自
h
ノ
て
明
な
る
之
を
性
の
ま
、
ピ
謝
。
、
明
な
る
仁

ヨ自
り
て
誠
な
る
之
を
滋

ωま
、

ε制
ふ
。
誠
な
れ
ば
則
も
明
な
!
り
。
明
ぼ
れ
ば
則
も
誠
な
h
，
」
の
文
必
り
。
第
一
一

十
二
章
「
唯
天
下
り
至
誠
云
々
」
の
文
は
院
に
前
に
述
べ
た
り
。
以
下
請
章
誠

ω文
字
を
反
援
す
。
第
二
十
五
章
じ

日
〈
「
誠
者
自
ら
成
る
な
り
、
而
し
て
逃
は
自
ら
道
〈
な
り
。
誠
者
物
の
終
始
、
械
な
ら
ざ
れ
ば
物
無
L
。
是
故

に
希
子
以
之
を
誠
仁
す
る
を
貨
L
ピ
柏
崎
す
O

誠
者
自
ら
己
を
成
す
の
み
に
非
宇
、
物
を
成
す
所
以
な
h
o
己
合
成

す
は
仁
な
り
、
物
を
成
す
は
知
な
h
、
性
の
徳
な
ら
、
内
外
守
合
す
る
の
道
な
ふ
り
。
放
に
昨
に
之
を
扮
て
宜

L
き

な
b
」

論

諜

「
中
山
叫
」
に
見
は
れ
た
る
翻
済
思
想

第
二
十
三
容

(
吋
ル
凶
税

一) 

五
三
三



論

議

「
巾
脚
。
一
日
見
ほ
れ
た
る
純
消
思
想

第
二
十
三
を

(
第
帥
焼

) 

五
三
回

。誠正
は
、
未
子
之
を
解

Lτ
異
質
無
安
正
な
せ
り
。
異
質
一
付
b
ω
ま
、
に
ず
し
何
等
人
凶
作
活
を
待
に
す
し
て
存

在
す
る
本
来
山
理
士
言
ム
。
蓋

L
英
語

ω
E
H『
仰
話
の
芯
ロ
広
獅
話
巧
与
岳
向
山
け
に
賞
る
。
例
へ
ば
書
一
伎
の

別
、
恭
一
及
秋
山
手
の
推
移
、
星
辰

ω相
暗
ι
引・

草
木
禽
獣
の
生
育
の
如
、
き
を
謝
ふ
。
聖
人
は
勉
め
す

L
て
中
h
、
思
は

十

L
T
得
‘
従
容
ご
し
て
単
に
中
る
o

即
ち
謀
総
天
道
正
令
す
れ
い
と
も
、
護
人
よ
り
以
下
は
然
る
や
得
す
、
故
に

善
を
操
ん
で
闘
〈
執
る
の
功
夫
を
積
h
u
。
是
れ
之
を
誠
仁
す
る
者
仁

Lτ
、
郎
も
入
の
道
な
h
J
O

而
し
ず
蓄
を
捧

ん
で
固
〈
執
る
の
功
夫
じ
就
て
は
下
文
に
「
陣
〈
之
を
亭
び
、
審
か
に
之
を
問
ひ
、
慌
で
之
を
忠
ひ
、
明
か
に
之

を

耕

三

篤

f
之
を
行
ふ
」
の
諸
白
を
悲
・
〈
。
質
仁
親
切
丁
事
ピ
前
ム
ペ
し
。
帆
混
同
学
者
の
異
理

ω探
求
宣
之
に

加
ふ
べ
き
も
の
め
ら
ん
や
。

術
は
前
掲

ω詩
文
に
就
ー
は
、

別
に
制
見

ω加
ふ
べ
き
も
の
無
言
に
向
h
、
米
註
に
譲
h
て、

弦
に
一
・
タ
解
説

せ
す
。

四

「
中
庸
」
の
教
ふ
る
相
封
原
理

第
二
相
謝
原
理
に
闘
す
る
「
中
山
朋
」
の
設
は
如
何
に
ご
い
ふ
に
、
第
二
章
「
君
子
の
中
山
川
す
る
や
、
岩
子
に
し

て
時
に
中
す
」
の
文
先
づ
設
も
簡
明
に
比
原
理
を
一
不
せ

h
。
而
し

τ業
詳
細
は
第
十
四
章
の
文
な
h
、
日
〈
「
右

子
は
其
位
に
素
し
て
行
ふ
、
其
外
を
願
は
宇
o

富
貨
に
素

Lτ
は
富
貴
に
行
ひ
、
貧
賎
に
素
し
て
は
貧
賎
仁
行



ひ
、
夷
狭
に
素
L
て
は
夷
狭
に
行
ひ
、
忠
難
に
棄
し
て
は
忠
雄
γ
行
ふ
。
君
子
入
る
Z
し
て
自
得
せ

F
る
無
し
。

論

議

「
中
山
」
に
且
は
れ
た
る
組
済
思
想

部
二
十
三
容

(
品
静
岡
斌

) 

E
=
一五

上
位
に
在
h
て
下
を
陵
が
す
、
下
位
に
在
b
て
上
を
援
が
争
、
己
を
正
ふ
し
て
人
に
求
め
グ
れ
ば
則
も
怨
な
し
。

上
は
天
を
怨
み
争
、
下
は
人
を
尤
め
守
、
放
に
君
子
は
易
き
仁
居

τ以
て
命
を
侠
っ
。
小
人
は
除
草
を
行
ひ
て
以

て
幸
を
倣
む
』
正
。
謂
ゆ
る
其
位
に
来
し
て
行
ふ
Z
は
、
朱
詑
「
索
は
循
ほ
見
在

ω如
L
、
言
ム
こ
こ
ろ
は
君
子
但

見
在
居
る
所

ω位
に
因
て
禁
醤
に
錯
す
べ
き
所
を
錫
L
、
英
外
eMH
』
慕
ふ
の
心
無
し
」
吉
解
す
。
此
解
は
常
れ
ム
リ
。

君
子
は
時
に
中
す
、
創
も
山
崎
武
貧
賎
夷
秋
忠
雄
等
其
辿
一
泊
す
る
時
正
慮
正
に
勝
じ
て
、
適
宜
な
る
勤
師
を
柏
崎
し
、
何

れ
の
場
合
に
蕗

L
て
も
自
得
せ
宇
ぜ
い
ふ
こ
さ
無
し
。
論
説
に
『
子
貢
問
ム
1
臼
〈
、
貧
に
し
て
前
ふ
な
〈
、
富

ん
で
踊
る
無
き
は
如
何
。
子
日
〈
可
な
b
、
求
に
貧
に
し
て
楽
し
み
、
富
ん
で
離
を
好
む
者
に
若
か
十
」
(
皐
而
第

ニ
ご
の
丈
ゐ
b
o
官
ん
で
械
を
好
む
は
、
富
貨
に
素
し
て
官
民
に
行
ふ
者
な

h
。
貧
に
し
て
楽
し
む
は
、
貧
燐

に
表
し
て
貧
肢
に
行
L
者
な
り
。
叉
論
語
に
『
子
日
〈
泰
伯
は
其
仰
い
至
徳
ご
諦
ム
可
し
、
三
た
び
天
下
を
以

τ譲

h
J
、
民
得

τ務
す
る
無

L
」
の
文
あ
り
o

泰
伯
は
周
大
王

ω
長
子
、
位
を
末
弟
H
回に一一議
h
以
て
父
の
志
を
成
苫
ん

ご
欲
し
、
突
弟
仲
嘉
吉

J

逃
れ
て
刑
畿
に
之
き
、
北
(
俗
に
従
ひ
て
文
身
断
髪
し
、
克
に
返
ら
宇
、
央
闘
の
班
ご
な
れ

り
。
泰
伯
の
如
き
は
夷
狭
に
素
し
て
夷
秋
に
行
ふ
者
E
調
ふ
。
へ
き
な
h
o
由
民
記
に
一
去
よ
「
孫
の
父
頑
、
時
器
、
弟

倣
、
施
〈
和
す
る
に
孝
を
以
て
し
、
茶
々
ご
し
て
治
め
、
姦
に
辛
一
ら
十
」

t
o
舜
の
如
き
は
忠
難
に
占
来
し
て
忠
雄

に
行
ふ
者
ご
謂
ふ
べ
き
な
り
。



一
四
)

上
位
に
在
h
て
下
を
陵
ヤ
者
は
、
印
も
富
ん
で
騎
4
0

者ぃ

1
0
下
位
に
在
b
て
上
を
ぽ
f
者
は
、
卸
も
貧
〈
し

副首

i陸

「
中
山
」
に
見
は
札
た
る
紐
消
息
位

第
二
十
三
谷

(
第
四
挽

五
三
六

て
前
ふ
者
な
ち
o

斯

ω如
き
輩
は
卸
も
険
主
を
行
為

cτ
ヰ
を
彼
む
る
の
小
人
な
わ
。
之
に
反
L
て
君
子
は
土
位
に

在
り
て
下
を
叫
闘
が
す
、
下
位
に
在
ち
て
上
を
援
か
十
、
則
も
上
天
を
怨
み
や
，
、
下
人
を
尤
め
A
Y
、
新
の
如
主
人
以

易
き
に
居
て
以
て
命
を
侯
つ
者
な
り
。
此
第
十
四
車
の
文
を
熟
議
玩
味
す
れ
ば
「
中
山
川
」
が
相
劃
原
理
を
数
ふ
る
も

の
な
る
は
明
白
な
り
。

第
二
十
八
章
に
日
く
寸
天
子
に
非
き
れ
ば
離
を
議
せ
?
、
度
を
制
せ
や
、
文
を
考
へ
宇
。

子
日
〈
、
吾

夏

ω躍
を
一
説
〈
、
相
徴
す
る
に
足
ら
中
。
五
日
般
の
械
を
叩
中
京
、
宋
の
存
す
る
有
h
o
吾
周
の
騰
を
問
中
ぷ
、

A
1
之
を

用
ゆ
、
五
日
は
周
に
従
は
ん
』
朱
註
云
ふ
「
杷
は
夏
り
後
、
徴
は
訟
な
り
。
来
は
般
の
牧
o

一一
γ
代
の
純
孔
子
持
世
間

τ之

を
仙
学
ん
で
・
能
〈
共
意
を
言
へ
ち
。
但
夏
の
離
は
阪
に
考
諮
す
べ
か
ら
中
。
股

ω
槽
は
ト
仔
す
ご
臨
も
、
又
常
世
の

法
に
非
宇
u

惟
周
の
雄
は
乃
も
時
王

ω制
。
今
日
の
用
る
所
。
孔
子
慨
に
位
を
待
古
れ
ば
則
も
別
に
従
ふ
の
み
」

t
o
此
章
亦
附
世
に
困
・
9
、
闘
に
曲
り
、
又
は
人
の
地
位
に
向
。
て
越
宜
に
錯
す
所
あ
り
、
又
は
柏
崎
幸
ヤ
る
所
ゐ

る
べ
き

ω相
樹
原
理
を
一
不
す
も
の
に
非
す
や
。

論
説
に
『
組
側
邦
を
縛
る
を
問
ム
c

子
日

f
o
夏
の
昨
を
行
ひ
、
般
の
絡
に
乗
り
、
周
の
箆
を
服
[
、
楽
は
則

も
蹴
舞
し
・
鄭
盤
を
放
ち
、
伎
人
を
遠
げ
ん
。
鄭
持
は
淫
仁
、
佐
人
は
危
し
」
子
二
衡
録
公
第
十
五
)
O

孔
子
が
時

世
に
従
ひ
笠

L
き
を
制
せ
ん
ご
す
る
の
意
亦
以

τ翻
る
べ
し
。



以
上
秘
遁
せ
る
所
を
約
言
す
れ
ば
、
「
中
尉
-
は
古
今
に
通
じ

τ謬
ら
歩
、
中
外
に
施
こ
し
て
戻
ら
ま
る
一
般
原

。
。
。
。
。
。
。
。

本
論
文
に
於

t
は
、
「
中
山
川
」
が
自
然
法
則
ピ
相
割
問
肌
理
ご
を
数
ふ
る
も
の
な
る
を
詳
述
L
た
る
が
、

0

0

0

0

 

4
3
は
、
「
中
山
川
」
は
悦
近
肱
洲
島
T

者
の
盛
に
鴨
ふ
る
所
り
漣
楠
原
理

附
言
す

環
却
も
自
然
法
則
を
数
ふ
る
芭
同
時
に
、
時
代
に
因
ち
闘
に
困
b
叉
は
人
に
図
り
て
損
盆
盤
改
す
ぺ
き
相
掛
原
理

を
数
ふ
る
賀
典
な
る
を
知
る
な
り
。

五

飴

毛Zム
刷旧

(ω
。
-EE守
)
を
夙
に
道
破
せ
る
こ
Z
是
な

h
o
而
か
も
其
辿
楠
原
理
は
経
済
学
者
パ
ス
チ
ヤ
(
出
E
E
μ
岬
)
が
分
業
よ
h'
考
へ
附
き
、
又
は
政
治
家
プ
ー
ル
ジ
ヨ

ヲ

(
F
Sロ
ロ
。
正
問
S
E
)
が
私
法
上
の
准
契
約
よ
h
推
論
廿
一
る
如
主
、
其
他
細
商
事
、
刑
舎
町
四
千
等
よ
り
蒐
集
せ
る
材

料
に
困
b
て
構
成
せ
る
至
て
雑
駁
な
る
も
の
己
異
な
り
、
東
洋
哲
凪
干
に
特
一
伺
な
る
玄
妙
高
大
な
る
大
理
想
を
成
す

も
の
な
り
。
即
ち
「
中
山
川
」
は
人
ご
天
地
宮
内
物
ご

ω聞
に

y
リ
ダ
η
ノチ

1
ゐ
る
を
数
ふ
。
天
道
正
人
道
正
の
間
に

y

η
ノ
ダ
リ
チ
1
あ
る
を
論
じ
、
鬼
一
脚
古
人
ピ
の
問
に
y
日
ノ
ダ
リ

J

チ
!
あ
る
を
詑
〈
O

前
世

t
後
代
亡
の
聞
に
y
リ
ダ

0
 

9
チ

1
め
る
を
一
不

τ。
而

L
て
助
等
の

y
リ
ノ
ダ
リ
ノ
チ
!
の
脈
管
に
流
る
、
血
液
は
郎
t
，
誠
な
h
Z
謂
ふ
な
b
。
「
中

和
を
致
せ
ば
、
天
地
位
L
、
高
物
育
す
』
古
い
ひ

(
第
一
章
)
、
「
唯
天
下
り
至
誠
は
飽
〈
某
の
性
を
誕

f
-
.. 

能
〈
物
の
性
を
議
せ
ば
則
ち
以
て
天
地
の
化
育
を
焚
〈
ぺ

L
c
天
地
の
化
育
を
賛
〈
べ
〈
ん
ば
則
も
以

τ天
地
芭

2命

設

「
中
肱
」
r
h

且
は
れ
た
る
粧
済
島
組

第
=
十
三
巷

(
第
四
観

五
) 

百
三
七



f高

3提

「
巾
府
」
に
且
は
札
た
る
経
済
思
想

第
二
十
三
巷

(
第
同
競

プミ
) 

亙
三
入

奉
は
る
可

L
」
ご
い
ふ
(
第
二
十
一
一
章
)
が
如
き
は
、
則
九
人
吉
天
地
荷
物
ご
の
聞
に

y
p
ダ
y
チ
1
あ
る
こ
ど
を

数
ふ
る
も
の
に
非
宇
や
。
「
減
者
天
の
道
な
h
、
之
を
誠
に
す
る
は
人
の
道
な
り
」
正
い
ひ
(
第
二
十
章
)
、
「
大
な
る

哉
事
人
の
道
、
洋
々
乎
=
・
し
て
高
物
を
俊
育
L
、
峻
く
天
に
極
ま
る
」
(
第
二
十
七
章
)
ざ
い
ふ
が
如
き
は
、
則
ち

天
道
記
入
港
ピ
の
間
に

y
p
F
7
チ
1
ゐ
る
を
論
守
る
も
の
に
非
宇
ゃ
。
「
鬼
神
の
徳
た
る
其
れ
盛
な
る
が
な
。
之

-T
淵
て
見
へ
す
、
之
を
抽
出
て
聞
へ
字
、
物
に
慢
し

τ泣
す
べ
か
ら
す
。
天
下

ω人
を
し
て
癖
明
推
服
し
て
以
て
祭

肥
を
承
け
し
め
、
洋
ケ
乎
ご
し
て
比
五
上
に
在
す
が
如
〈
、
共
左
右
に
在
す
が
如
し
0

・
・
・
:
夫
れ
微
の
樹
は
れ
、

。

キ

刈

誠

ω排
ふ
可
か
ら
Z
る
此
の
如
き
か
」
(
第
十
六
章
)
E
い
ひ
、
「
一
吐
(
位
を
踏
み
、
英
雄
を
行
ひ
、
其
臨
調
を
奏

L
、
其

曾
ぺ
る
所
を
敬
し
、
立
(
殺
め
る
所
を
愛

L
、
死
に
事

ι
る
二
ご
生
に
事
ふ
る
が
如
(
、
巳
に
事
ふ
る
こ
己
存
に
事

ふ
る
が
如
〈
、
孝
の
一
至
り
な
り
云
々
」
(
第
五
十
章
)
ご
い
ふ
が
如
き
は
.
則
も
鬼
神
ご
人
ご
の
問
に
フ
ソ
ダ

9
テ

ー
あ
る
を
示
す
も
の
に
非
十
や
o

前
世
己
後
代
ご
の
間
り
y
y
ダ

P
チ
1
に
就

τは
、
第
三
十
章
『
仲
尼
尭
舜
を

組
越
し
、
文
武
を
憲
章
す
」

ω
二
語
之
を
明
示
す
。
北
(
他
コ
ナ
日
〈
愛
な
き
者
は
ヲ
ぞ
れ
惟
文
王
が
、
王
季
を
以
て
父

岨幽幽幽.

ご
翁
し
、
武
王
を
以
て
子
正
婚
す
。
父
之
を
作
し
、
子
之
を
越
べ

h
一
百
々
」
(
第
十
入
品
早
)
O

叉
「
子
日
〈
武
王
周
↓
公

以
上
分
説
せ
る
各
輔
の
y
y
ダ
リ
チ

1
は
叉
合
集

Lτ
一
の
y
u
y
グ
リ
チ
ー
を
成
す
ぺ
き
も
の
に
し
て
、
而
し

は
そ
れ
這
孝
な
る
か
な
。
夫
れ
学
者
善
〈
人
の
ぶ
を
継
ぎ
、
善
〈
人
の
事
を
遁
よ
る
者
な
り
云
々
」
(
第
十
九
章
)

正
あ
る
が
如
き
は
、
亦
前
世
ご
後
代
さ
の
y
y
ダ
リ
ノ
テ
ー
を
示
す
も
の
な
h
o



て
之
を
一
貫
す
る
理
は
献
な
b
o
放
に
日
〈
「
誠
者
物
の
終
始
、
誠
な
ら
F
れ
ば
物
な
し
』

Z
o
叉
日
〈
「
誠
者
自

に
、
動
ur

す
し
て
縫
h
、
絡
す
こ
ご
な
(
し
て
成
る
。
天
地
の
道
は
一
言
に
し
て
識
す
ぺ
し
、
北
(
物
た
る
や
或
な

ら
己
を
成
す
の
み
に
非
十
物
を
成
す
所
以
な
b
」
古
(
第
一
一
十
五
章
)
0

叉
日
(
「
故
に
至
誠
は
息
ひ
こ

E
な
し
、
息

-ま

3
れ
ば
則
ち
久
し
、
久
し
け
れ
ば
則
も
徴
ゐ
b
、
徴
め
れ
ば
則
ち
悠
遠
な
り
、
悠
遠
な
れ
ば
則
ち
博
厚
な

h
、

博
一
陣
な
れ
ば
則
も
高
明
な
b
o
博
同
伴
は
物
を
秘
す
る
所
以
な
与
、
高
明
は
物
を
榎
ふ
所
以
な
り
、
悠
久
は
物
を
成

カ
苧

u，

f

す
所
以
な
b
o
博
隠
は
地
に
配
仁
、
高
明
は
天
に
配
し
、
悠
久
は
磁
な
し
。
此
の
如
、
言
者
は
、
佐
古
十

Lτ
章
か

ら
ゲ
れ
ば
則
も
叱
(
物
を
生
す
る
こ
芭
測
ら
れ
-To
天
地
の
道
は
博
な
b
、
一
埠
な
り
、
一
両
な
h
J
、
明
な
h
、
悠
な
、
。
、

久
な
り
一
五
々
』
正
(
第
二
十
六
章
)
。
叉
日
(
「
唯
夫
下
山
山
一
至
誠
は
能
〈
天
下
の
大
経
を
経
論
L
、
天
下
的
大
本
を
立

て
、
天
地
の
化
育
を
知
る
ご
潟
す
」
ピ
(
第
三
十
二
章
)
O

謝
ゆ
る
天
下
の
至
誠
ピ
は
迎
人
に
し

τ、
共
仙
川
極
め

τ

異
質
仁
し

τ鉱
山
安
な
る
は
天
地
Z
同
じ
き
が
放
に
、
其
徳
川
仰
は
成
大
永
越
に
天
下
後
世
に
及
ぶ
な
り
o

博
一
陣
は
地

に
配
し
、
高
明
は
天
に
配
し
、
悠
久
は
騒
b
無
し
正
は
削
ち
是
な
・
9
0
「中山川」

ω詮
(
所
の

y
p
ダ
リ
チ

1
は
斯

の
如
し
。
若
し
之
を
以
て
軌
涯
の
枇
合
漣
被
論
者
が
佐
々
枇
曾
の
劣
者
、
郎
ち
白
痴
煽
目
州
市
凪
弱
者
一
M
人
犯
罪
者
貧

乏
人
等
を
以

τ枇
曾
の
扶
助
を
受
〈
べ
き
機
利
ゐ
る
依
権
者
己
錯
し
、
之
に
反
し
て
枇
曾

ω俊
者
、
削
も
帥
慨
康
又

は
富
絡
な
る
人
等
を
以
て
枇
曾
に
支
搬
の
義
務
め
る
債
務
者
己
免
F
の
訟
に
比
帥
脱
す
れ
ば
、
余
は
後
説

ω中
和
の

旨
に
背
き
、
中
山
川

ω道
に
合
せ

F
る
の
危
険
ゐ
る
を
貼
る
o

何
ご
な
れ
ば
、
悲
し
枇
品
目
ゆ
劣
者
が
枇
曾
扶
助
を
受

〈
る
こ
ご
を
彼
等

ω推
利
な
b
J
E
思
考
し
主
張
し
、
而
し
て
耐
曾
り
師
問
者
が
寄
附
す
る
所
の
慈
善
は
之
を
慈
善
ピ

品耐

議

「
巾
山
川
」
に
且
は
れ
た
る
鶴
湾
思
想

第
二
十
三
谷

{
第
四
銃

七
) 

玉
三
九



諭

議

「
中
尉
」
に
見
は
れ
た
る
紐
蹄
思
想

第
二
十
三
容

(
品
市
凶
批

λ 
) 

五
回

O

し
て
受
〈
る
を
屑
し
ご
せ
字
、
線
て
納
税
某
他
の
方
法
に
山
h
闘
中
部
の
手
を
し
て
、
彼
等
の
債
務
ご
し
て
強
制
的

に
出
資
せ
し
め
ん
己
す
る
に
於
て
は
、
枇
曾
の
平
和
は
絡
め
に
脅
か
さ
れ
、
階
級
闘
争
を
し
て
盆
々
激
烈
な
ら
し

む
る
虞
あ
れ
ば
な
h
z
Q

物
足
の
枇
曾
漣
帯
論
者
の
訟
の
中
に
は
取
る
べ
き
貼
個
よ
り
砂
な
か
ら
す
ご
離
も
、
共
権
利
思
想
を
根
祇
ピ
す

る
よ
り
危
険
な
る
結
川
取
を
生
宇
品
奥
ゐ
る
ζ

ピ
前
越

ω如
し
。
而
し
て
術
之
よ
り
危
険
な
る
は
T

U

F

F

-

波
刷
曾

主
義
又
は
之
4
b
一
以
生
し
た
る
4
y
v

ヂ
カ

y
ズ
ム
又
は
ず
片
山
V

Z

グ
イ
ズ
ム
な
b
o
彼
等
は
融
合
階
級
倒
守
を
高

調
し
鼓
緋
し
激
畿
す
る
を
努
む
。
彼
等
は
枇
曾
人
民
の
一
部
印
も
叫
労
働
者
又
は
無
産
者
の
み
の

y
y
r
p
テ

1
又

は
困
結
を
以
て
、
制
品
目
人
民
の
他
の
部
分
を
撲
滅
せ
ん
-
乙
す
る
も
の
に
し

τ.
若
し

y
p
ダ
吋
ノ
チ

1
Z
謂
ひ
得
べ

(
ん
ば
、
歪
て
偏
傍
せ
る

y
y
ダ
リ
チ
!
な

b
。
実
は
岡
渦
中
和
な
る
異
ω
y
y
M
F
Y
チ
ー
を
破
壊
す
る
主
義
な

h
J
O

子
息
は
孔
子
の
言
を
邸
中
げ
て
日
く
『
隠
れ
た
る
を
新
(
側
一
誌
は
)
め
、
怪
を
行
ふ
こ
正
、
後
性
地
ぷ
る
ゐ
ら
ん

も
、
吾
は
之
を
骨
岬
吉
中
」
ピ
(
第
十
一
章
)
。
子
町
叫
が
「
中
山
川
」
を
作
れ
る
微
志
亦
以
て
見
る
べ
し
。

7

一
晶
子
子
思
の
滋

金
受
付
(
崎
一
位
…

J

認
時
一
訂
)
、
中
臓
の
道
を
傍
へ
、
根
力
揚
未
聞
四
一
割
挫
の
邪
訟
を
排
尿
し
た
り
o

揚
子
の
自
我
設
は
極

端
な
る
例
人
主
義
に
し
て
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
に
延
〈
、
盛
子
の
黛
愛
論
は
枇
合
主
義
に
似
た
り
o
A
A
(

仁
中
山
川
の
道
に

合
せ
す
。
宜
な
る
が
な
孟
チ
り
之
を
排
尿
し
た
る
や
。
今
や
揚
削
車
よ
hv
は
一
府
極
端
池
激
な
る
忠
訓
叫
が
或
は
7
U
F

ク
ス
研
究
の
口
貨
の
下
に
宜
伸
せ
ら
れ
、
或
は
批
脅
迫
椴
の
俄
托
を
以
て
鼓
緋
せ
ら
る
o

隠
れ
た
る
を
索
め
将
を

行
ふ
者
の
多
き
蓋
し
永
に
今
日
よ
h
甚
き
は
あ
ら
宇
。
是
れ
余
が
本
論
を
草
し
て
大
方
仁
阿
は
ん
ど
す
る
の
理
由

の
一
な
り
。

住


